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交渉ダイジェスト 
6月 25日開催 東地申第 59号 

「首都圏本部における柔軟な働き方の 

さらなる実現」に関する申し入れ 

 
申し入れ内容は、右記の QR コードから確認できます ➡ 

QR コードの商標は、（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

https://twitter.com/tokyo_jtsu_e
https://www.jtsu-e-tokyo.com
https://www.jtsu-e-tokyo.com/_files/ugd/57fa70_c83ead3e2fa845e791fe595676beedc3.pdf
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１．「首都圏本部における柔軟な働き方のさらなる実現について」を実施する目的を明らかにすること。また、これまでに  

統括センターとなった「田端統括センター」及び「新宿統括センター」の成果と課題を明らかにすること。 

回答： グループ経営ビジョン「変革２０２７」の目指す「鉄道起点からヒト起点のサービスへの転換」に向け、系統を越えて新

たな価値の創造を一層推進していく観点から、社員一人ひとりの成長意欲に応え、活躍フィールドを拡大させていくた

めに実施するものである。今後も本施策を推進していくことにより、これまでの硬直的な仕事の垣根を超えた柔軟な働

き方を実現するとともに、系統や事業分野を超えた業務に取り組み、社員の活躍フィールドを広げていく考えである。 
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２．「首都圏本部における柔軟な働き方のさらなる実現について」の目的達成に向けて、労使議論を尊重し、団体交渉の回答

については「検討中」「職場で調整中」等ではなく、施策実施に向けて時間軸を持った考え方やスケジュールを具体的に

回答すること。 

回答： 引き続き、真摯に対応していく。 

3．これまで進めてきた「新たなジョブローテーション施策」「営業統括センター化」や「乗務員基地再編成」と今回の施策の整

合性について考え方を示すこと。また、統括センター発足以降もこれまでの施策を踏まえて発足した区所に関する議論経

過は反故にしないこと。 

回答： これまでの施策の考え方が変わるものではない。引き続き、「労使間の取扱いに関する協約（令和３年１０月１日   

締結）」に則り取り扱うこととなる。 
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４．新たに統括センターを設置する時期を、東京統括センター・中野統括センター・池袋統括センター・上野統括センターに 

ついては２０２４年１０月、品川統括センター・渋谷統括センター・池袋統括センターについては２０２５年３月とする根拠を

明らかにすること。また、各統括センターの管轄区分を見直す目的を示すこと。 

回答： 社会の急速な変化等を踏まえ、グループ経営ビジョン「変革２０２７」の目指す「鉄道起点からヒト起点のサービスへの

転換」に向け、系統を超えて新たな価値の創造を一層推進していく観点から、社員一人ひとりの成長意欲に応え、活躍

フィールドを拡大させていくために実施するものである。今後も本施策を推進していくことにより、これまでの硬直的

な仕事の垣根を超えた柔軟な働き方を実現するとともに、系統や事業分野を超えた業務に取り組み、社員の活躍フィ

ールドを広げていく考えである。 

５．統括センター発足後、新たに取り組むことや新たな働き方について考えていることがあるのか示すこと。また新たな  

取り組みや業務について教育が必要な場合の考え方及び指導・教育者の指定について考え方を示すこと。 

回答： これまでの役割分担にとらわれない柔軟な働き方の実現により、安全・サービスレベルの向上を図って聞く考えであ

る。尚、必要な教育等は行っていく考えであり、教育を行う社員については、経験年数のみに依らず、社員一人ひとりの

スキルや今後のキャリアへの期待等、総合的に判断して決定するものである。 
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６．統括センター内に複数乗務員区が担務としてある場合に、旧箇所の担当を超えて乗務するのか明らかにすること。また、

担務変更して他担務の乗務をする場合の考え方を明らかにすること。  

回答：担務変更等については、業務上の必要な社員の能力・適性等、総合的に判断して行うこととなる。  
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７．統括センター内の営業担務と乗務担務間にて相互運用をする考えがあるのか明らかにすること。相互運用する  場合、

輸送総合とＪＩＮＪＲＥでの異なる勤務管理について、課題と認識していることがあるのか明らかにすること。 

回答：これまでの役割分担にとらわれない柔軟な働き方の実現により、安全・サービスレベルの向上を図っていく考えであ

る。なお。引き続き適正な労働時間管理に努めていく。  

８．これまでの乗務員区と営業統括センターでの兼務等では、乗務経験・資格を有する駅社員が乗務する兼務を行っていな

いが、何故行わないのか明らかにすること。また、今後の考え方を示すこと。 

回答：担務変更等については、業務上の必要や社員の能力・適性等、総合的に判断して行うこととなる。  
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９．各統括センター内のエリアが広く社員数も多くなり労働実態が異なることから、事業場の考え方については、旧箇所単位

とすること。 

回答：統括センターにおいては、一つの事業場として取り扱うこととなる。 
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１0．地区のあり方を見直し、車両・設備・電機の各職場を含めてすべての系統の融合・連携が効果的な場合には、東京・新

宿・上野の３つの区分単位とする理由と役割について明らかにすること。また、車両・設備・電機職場の働き方がこれま

でとどのように変化するのか示すこと。さらに、現場への権限移譲を進めた場合に、労使間の取り扱いに関する協約第１

８条を遵守し、労使議論を尊重すること。 

回答：地区あり方を見直し、これまで以上にお客さまに近い場所で箇所の判断でスピーディーに価値創造を実現していく考

えである。なお、具体的な提起があれば「労使間の取り扱いに関する協約（令和３年１０月１日締結）」に則り取り扱って

いるところである。  

１１．今施策に関わる団体交渉については、勤務作成等に影響が出ることが無いように、早期に日程調整を行うこと。 

回答：具体的な提起があれば「労使間の取扱いに関する協約（令和３年１０月１日締結）」に則り取り扱っているところである。 
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